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銃
刀
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
一

定
以
上
の
威
力
が
あ
る
ボ
ー
ガ
ン

（
ク
ロ
ス
ボ
ウ
）
は
許
可
が
な
け
れ

ば
所
持
で
き
な
く
な
り
ま
す
。 

現
在
所
持
し
て
い
る
方
は
違
反
に

な
る
前
に
処
分
し
て
下
さ
い
。 

現
在
、
稲
沢
署
で
は
無
償
回
収
を

実
施
し
て
い
ま
す
。 

   

 
七
月
九
日
午
前
中
に
井
堀
川

東
町
地
内
の
信
号
機
の
無
い
交

差
点
で
普
通
乗
用
車
同
士
に
よ

る
出
合
い
頭
の
交
通
事
故
が
発

生
し
ま
し
た
。 

  

 

七
月
十
七
日
午
前
中
に
西
溝

口
町
地
内
の
市
道
で
普
通
乗
用

車
同
士
に
よ
る
接
触
事
故
が
発

生
し
ま
し
た
。 

        

〇 

見
通
し
の
悪
い
交
差
点
で

は
左
右
の
安
全
を
十
分
確
認

し
ま
し
ょ
う
。 

○ 

運
転
中
は
前
方
を
よ
く
見
て

安
全
に
走
行
し
ま
し
ょ
う
。 
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防
災
は 日

頃
の
備
え 

 
 

 
 

心
が
け 

～
必
ず
来
る
！
そ
の
日
の
た
め
に
～ 

八
月
十
日
（
火
）
か
ら 

八
月
三
十
日
（
月
）
ま
で 

（
郵
送
は
当
日
消
印
有
効
） 

 

九
月
十
九
日
（
日
） 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る

環
境
に
あ
る
方
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
の
申
し
込
み
を
推
奨
し
ま
す
。 

詳
し
く
は
警
察
署
ま
た
は
駐
在
所
で

お
聞
き
下
さ
い
。 


